
きょうだい児支援事業のお知らせ

～障害のある兄弟姉妹を持つ子どもたちへ～

きょうだい児って・・・

障害のある兄弟姉妹を持つ子どもたちのことを「きょうだい児」と呼びます。

彼らは日々、さまざまな思いや経験をしています。

そんなきょうだい児が安心して過ごせる場所や、気持ちを話せる機会を提供す

るために、支援事業を始めます。

レクリエーション活動

こんな事業を行います！

内容：障害児のきょうだいとして育った経験を持つ「ピアサポーター」が、
きょうだい児の皆さんの気持ちに寄り添いながら、相談をお受けします。

対象：主に中学生以上のきょうだい児

場所：大泉障害者地域生活支援センターさくら

開始：令和７年11月～、月１回程度（１回半日）

相談方法：グループ相談会

【お問い合わせ】

練馬区 福祉部 障害者施策推進課 事業計画係

電話：０３－５９８４－４６０２

メール：SHOGAISISAKU02@city.nerima.tokyo.jp

きょうだい児の「今」と「未来」を応援します！

内容：きょうだい児とその家族が参加できる美術活動プログラムです。
「つながる」をテーマに、第１回はヨガ、第２回は音楽も取り入れたプロ
グラムで行います！

講師：ぼくらの美術研究所

日程：第１回 令和７年11月22日（土曜）午前10時30分～11時30分

第２回 令和８年１月31日（土曜）午前10時30分～11時30分

場所：こども発達支援センター

対象：主に小学生以下のきょうだい児とその家族【親子10組(先着順)】

参加方法など、くわしくは

練馬区ホームぺージをご確認ください→

ピアサポーターによる相談事業
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